
このままでは、免職（教員を辞めさせられる）です。 

１日も早く、認定を解除し、職場復帰させてください。 

不当にも、指導力不足教員に 

府中市の小学校に勤める A さんは、「指導力不足教員」に認定され、現在、週４日、教職

員研修センターで「指導改善研修」を受けています。（週１日は、学校で研修）しかし、こ

の指導改善研修は、職場復帰への道を開くのではなく、免職（退職）へ導く「研修」となっ

ています。私たち「会」は、Aさんの指導力不足教員の申請・認定が不当であり、認定を解

除し、１日も早い職場復帰を勝ち取ることをめざしています。 

申請・現在までの経過 

２０１２（平成２４）年度  区内小学校で５年間勤務し、府中市の小学校に異動。４年生

担任になる。 

２０１３（平成２５）年度  ６年生担任になる。 

              運動会に向け、授業で組体操練習中、児童がけが。腕にひび

が入る。（５月） 

体育授業の跳び箱で児童がけが。腕にひびが入る。（１２月）          

体育授業のソフトボール（Tボール）で児童が振ったバット

が他の児童の額にあたって１４針縫う怪我（１２月）             

２０１４（平成２６）年度  家庭科専科及び算数少人数指導担当になる。 

              市教委指導室長、都教委管理指導主事が観察に来る。（６月） 

指導力不足教員に申請されたことを知る。（１１月末） 

              指導力不足教員になることを告げられる。（２月） 

指導力不足教員（指導が不適切である教員）と認定される。 

               （３月） 

２０１５（平成２７）年度  指導力不足教員指導改善研修（センターで週４日）を受ける。 

             改善研修の期間延長が決定される。（３月） 

２０１６（平成２８）年度 指導力不足教員指導改善研修（２年目、週４日）を受ける。 

 

平成２７年度指導力不足教員の申請理由 

 都教委は、市教委から『児童に教える内容や通知表・作文等に間違いが多く、指導しても同じ間違い

を繰り返す、安全指導の意識が低いため児童にけがをさせる事故を繰り返す、専門的知識・技術が不足し

ている、一方的な講義式の指導方法についても改善されず、狙いを明確にし、児童の興味・関心や思考力

を高める指導ができない、児童の全体把握や児童の気持ちに寄り添った指導ができない、本人の課題意識

が低く、管理職が指導しても指摘事項が改善されないということなどから』申請があった としていま



す。 

指導力不足教員認定の流れ 

                                                    

 区市町村学校  

              ↓ 調書 

           区市町村教育委員会  

              ↓ 申請（本人に、申請する旨を伝える際に、研修の趣

旨を周知する） 

            東京都教育委員会  

               ↓ 

               判定会  

               ↓ 

             指導力不足教員          

       ｜                     ｜              

 指導が不適切である教員と認定       指導に課題がある教員と認定 

       ｜                     ｜             

 

 

 

 

 

↓                    ↓  

     研修結果の評価              研修結果の評価        

        ↓                    ↓            

      解除申請 

        ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

                             ↓ 

      報告    ↓                  

              決定 （ 東 京 都 教 育 委 員 会 ）              

指導力不足教員指導改善研修 

教職員研修センター： 所属校 

実態の把握、個々の   所属校の計画 

課題に即した      に基づく研修 

段階的な研修 

指導力不足教員指導力向上研修 

教職員研修センター： 所属校 

講義 演習 観察授業   通常の職務を 

等を中心に個別的課題   行いながら、 

に対応した研修      実施する研修 

            

     審査委員会  

→・指導が不適切である教員の認定を解除 

→・指導が不適切である認定を解除し、指導に課題

がある教員と認定 

→・指導改善研修の期間の延長 

→・研修等必要な措置が講じられても指導を適切に

行うことができないと認定                                     

  （→免職及び採用または転任） 

  判定 

・課題の改善が認められる 

→指導に課題がある教員の認定を解除 

・課題の改善がみとめられない 

→指導が不適切である教員及び指導に

課題がある教員の認定に係る申請 


